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【居宅介護支援】 

 
○ 特定事業所加算 

問 109 加算の要件中「（６）当該指定居宅介護支援事業所における介護支援

専門員に対し、計画的に研修を実施していること。」とあり、「毎年度少な

くとも年度が始まる三月前までに次年度の計画を定めなければならない」

とあるが、平成２４年４月に算定するにあたり、事業所は報酬算定にかか

る届出までに研修計画を定めれば算定できるのか。 

（答） 
   算定できる。平成２４年４月に算定するにあたっては、報酬算定に係る

届出までに研修計画を定めることとなる。 

 
○ 退院・退所加算 

問 110 入院又は入所期間中につき３回まで算定できるとあるが、入院期間

の長短にかかわらず、必要の都度加算できるようになるのか、あるいは１

月あたり１回とするのか。 

  また、同一月内・同一機関内の入退院（所）の場合はどうか。 

（答） 
   利用者の退院・退所後の円滑な在宅生活への移行と、早期からの医療機

関等との関係を構築していくため、入院等期間に関わらず、情報共有を行

った場合に訪問した回数（３回を限度）を評価するものである。 
  また、同一月内・同一機関内の入退院（所）であっても、それぞれの入

院・入所期間において訪問した回数（３回を限度）を算定する。 

 
※ ただし、三回算定することができるのは、そのうち一回について、入

院中の担当医等との会議（カンファレンス）に参加して、退院後の在宅

での療養上必要な説明（診療報酬の退院時共同指導料二の注三の対象と

なるもの）を行った上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又

は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に限る。 
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問 111 病院に入院・退院し、その後老健に入所・退所した場合の算定方法

は、次の①～③のいずれか。 

① 病院、老健でそれぞれ算定。 

② 病院と老健を合わせて算定。 

③ 老健のみで算定。 

（答） 
    退院・退所に当たっては、共有した情報に基づき居宅サービス計画を

作成することにより、より適切なサービスの提供が行われるものと考えら

れることから、利用者の状態を適切に把握できる直近の医療機関等との情

報共有に対し評価すべきものであり、本ケースにおいては③で算定する。 

 
○ 緊急時等居宅カンファレンス加算 

問 112 カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算

のみを算定できるのか。 

（答） 
   月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定でき

る場合には、当該加算も算定することが出来るが、サービスの利用実績が

ない場合等給付管理票が作成できない場合は居宅介護支援を算定すること

ができないため、当該加算についても算定できない。 

 

問 113 「必要に応じてサービスの利用に関する調整を行った場合」とある

が、結果として調整しなかった場合も算定できるのか。 

（答） 
   当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関にお

ける診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものである

ことから、利用者の状態像等が大きく変化していることが十分想定される

ところであるが、結果的に調整の必要性が生じなかった場合についても評

価をするものであり算定できる。 
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○ 介護予防支援 
問 114 介護予防支援の運営基準において、業務委託の件数制限（介護支援

専門員１人８件）が廃止されるが、委託について一切制限はないのか。ま

た、介護予防支援は２件を１件とカウントする方法及び居宅介護支援事業

所において４０件以上となった場合の逓減制はどのように取り扱うのか。

（答） 

介護予防支援事業所から居宅介護支援事業所に対して、介護予防支援の

業務を委託する場合は、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準について」（厚生労働省老健局振興課長、老人保健課長連名通知）の記

載どおり、受託する居宅介護支援事業所における居宅介護支援の適正な実

施に影響を及ぼさないよう、委託する業務の範囲及び業務量について、十

分配慮しなければならないものである。 

また、居宅介護支援費の算定の際の介護予防支援の件数を２分の１でカ

ウントする方法及び逓減制の取扱いについては、適切なケアマネジメント

を確保する観点から従来通りの取扱いとする。 

 

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスとの連携 
問 115 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と具体的にどのように連

携するのか。 

（答） 
   定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスについては、利用者の心身

の状況に応じた柔軟な対応が求められることから、居宅サービス計画に位

置づけられたサービス提供の日時にかかわらず、居宅サービス計画の内容

を踏まえた上で、計画作成責任者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護を

提供する日時及びサービスの具体的な内容を定めることができるものであ

るが、この場合、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを位置

付けた居宅サービス計画を作成した介護支援専門員に対して適宜、当該定

期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を報告することとしている。 
したがって、アセスメントからケアプランの作成等に至るケアマネジメ

ントの流れは従前の介護サービスと同様であるが、具体的なサービス提供

の日時等は当該事業所において決定され、当該事業所よりその内容につい

て居宅介護支援事業所に報告することとしており、報告を受けた後に、必

要に応じて居宅サービス計画の変更等を行う必要がある。なお、当該変更

が軽微な変更に該当するかどうかは、「指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準について」（厚生省老人保健福祉局企画課長通知）に記

載したとおり「例えば、サービス提供日時の変更等で、介護支援専門員が

一連の業務を行う必要性がないと判断したもの」であるので留意する必要

がある。 
 


